
 

 

北栄町交通安全対策協議会 

 
 

 

 

日程 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 交通情勢 

 

４ 取組事項 

（１）令和２年度北栄町交通安全町民運動について 

令和２年度北栄町交通安全町民運動実施要綱 

 

（２）運動への取り組みについて 

 

５ そ の 他 

・高齢者等に対する公共交通機関の利用助成等（市町村）（資料 32㌻参照） 

・運転免許の自主返納高齢者の方に対する支援施策（民間事業者等）（資料 33㌻参照） 

・小学生の自転車用ヘルメットの購入費補助のご案内（資料 35㌻参照） 

・北栄町タクシー利用料助成券のご案内（資料 36㌻参照） 

 

 

６ 閉  会 
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北栄町交通安全対策協議会委員名簿 

(敬称略) 

役 職 名 氏 名 備 考 

倉吉警察署長 前田 貴寿  

北条駐在所警察官 坂手 祐  

北条駐在所警察官 足羽 秀允  

由良宿駐在所警察官 難波 健一  

瀬戸駐在所警察官 石賀 浩明  

交通安全協会北栄支部長 磯江 悦志 副会長 

交通安全協会北栄支部女性部長 野嶋 恵美子  

安全運転運行管理者協議会 北条支部長 宮本 博文  

安全運転運行管理者協議会 大栄支部長 和田見 豊 副会長 

交通安全指導員連絡協議会会長 杉川 実美  

農業委員会会長 濵坂 良男  

自治会長会交通安全対策協議会委員 山口 幸雄  

商工会長 山崎 稔  

女性団体連絡協議会会長 杉上 潤子  

老人クラブ連合会会長 岩垣 毅  

北条小学校校長 笠見 隆志  

北条小学校 PTA 会長 坂本 三都  

北条中学校校長 牧野 厚志  

北条中学校 PTA 会長 磯江 沙織  

大栄小学校校長 山本 洋介  

大栄小学校 PTA 役員 福田 香織  

大栄中学校校長 河原 裕司  

大栄中学校 PTA 会長 大西 慶祐  

鳥取中央育英校校長 高垣 知博  

北栄町議会総務教育委員長 田中 精一  

町長 松本 昭夫 会長 

教育長 別本 勝美  

地域整備課長 倉光 顕  

北条こども園園長 小野塚 奈津子  

大誠こども園園長 竹本 幸子  

由良こども園園長 松岡 幸子  

大谷こども園園長 松田 真理子  

栄保育所所長 石井 路代  

北条みどりこども園長 松本 八千代  

事務局 

総務課  課長 磯江 昭徳  

情報防災室主事 椿 真奈美  
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交通事故概要について 

（平成 31年１月１日～令和元年 12月 31日） 

１．鳥取県内の交通事故状況 

  発生状況（人身事故） 

 

※鳥取県内の物損事故 

17,341件（前年比△1,661件） 

 

 

２．倉吉警察署管内の交通事故状況 

  （１）発生状況（人身事故） 

 

※倉吉警察署管内の物損事故 

2,469件（前年比△189件） 

 

 

  （２）自治体別（人身事故） 

区分 発生件数 増 減 区分 発生件数 増 減 

倉吉市 72 △26 三朝町 4 ＋2 

北栄町 30 △1 湯梨浜町 13 △9 

  ※北栄町内の物損事故 406件（前年比 +8件） 

 

  （３）交通死亡事故発生状況（管内） 

日時 発生場所 当事者Ａ 当事者Ｂ 状況 

２月 12日（火） 

午前７時 42分頃 

倉吉市関金町郡家 

地内 

国道 313号 

普通貨物（軽） 

男性 70歳代 

【死亡】 

中型貨物 

男性 50歳代 

正面衝突 

 

６月８日（土） 

午後２時 10分頃 

倉吉市関金町山口 

地内 

国道 313号 

普通乗用 

男性 50歳代 

【死亡】 

トンネル側壁 工作物衝突 

 

11月 12日（火） 

午前 11時 15分頃 

倉吉市上井町 

１丁目地内 

県道倉吉青谷線 

普通貨物（軽） 

男性 90歳代 

歩行者 

女性 80歳代 

【死亡】 

車対歩行者 

 

11月 17日（日） 

午後４時 10分頃 

東伯郡北栄町由良宿

地内 

国道９号 

普通乗用 

男性 60歳代 

【同乗者 2名死亡】 

普通乗用 

女性 40歳代 

正面衝突 

12月 16日（月） 

午後４時 40分頃 

倉吉市新田地内 

県道倉吉江北線 

普通貨物（軽） 

男性 70歳代 

【死亡】 

普通乗用（軽） 

男性 20歳代 

正面衝突 

 

出典：鳥取県警察交通事故発生状況データ（http://www.pref.tottori.lg.jp/44705.htm） 

区分 発生件数 死者数 負傷者数 

令和 元年 805 31 957 

平成 30年 869 20 1,029 

増減 △64 ＋11 △72 

区分 発生件数 死者数 負傷者数 

令和 元年 119 6 146 

平成 30年 153 4 184 

増減 △34 ＋2 △38 
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４ 取組事項 

（１）令和２年度北栄町交通安全町民運動について 

  

  令和２年度北栄町交通安全町民運動実施要綱 

 

① 目的 

   この運動は、鳥取県支え愛交通安全条例の基本理念に基づき、町民一人一人に交通

安全意識を普及し、交通安全思想の高揚を図るとともに、交通ルールの遵守と正しい

交通マナーを実践することにより、悲惨な交通事故の防止を図ることを目的とする。 

 

 

② 期間 

 令和３年３月 31日（水）まで 

 

 

③ 主唱 

    北栄町交通安全対策協議会 

     会長 北栄町長 松本 昭夫 

 

 

④ 運動のスローガン 

 つくろうよ 事故なし 笑顔の鳥取県 

 

 

⑤ 運動の重点 

 ・高齢者、子ども及び障がい者の交通事故防止（特に、横断歩道における歩行者保護 

の徹底） 

 ・自転車の安全利用の推進 

  ・夕暮れ時と夜間の交通事故防止（特に、反射材用品の使用と前照灯の早期点灯） 

  ・全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

  ・飲酒運転の根絶 
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⑥ 各種運動等の推進 

１）年間を通じて実践する運動 

運 動 名 期 間 

安心とっとり交通安全県民運動  ４月 1日(月)～３月 31日(火) 

鳥取県交通マナーアップ運動 ４月１日(水)～３月 31日(水) 

夕暮れ時の早期点灯運動 ４月１日(水)～３月 31日(水) 

前照灯の点灯時刻 

春：午後６時ごろ 

夏：午後６時 30分ごろ 

秋：午後５時ごろ 

冬：午後４時 30分ごろ 

チャイルドシート使用向上推進運動 ４月１日(水)～３月 31日(水) 

 

２）期間を定めて実施する運動（各期の交通安全運動） 

運 動 名 期 間 備考 

春の全国交通安全運動  ４月 ６日（月）～ ４月 15日（水） 別に定められる内

閣府・鳥取県交通対

策協議会の実施要

綱により実施 

夏の交通安全県民運動 ７月 13日（月）～ ７月 22日（水） 

秋の全国交通安全運動  ９月 21日（月）～ ９月 30日（水） 

年末の交通安全県民運動 12月 14日（月）～ 12月 23日（水） 

 

３）期間を定めて実施する運動（目的別運動） 

運 動 名 期 間 

自転車の安全利用推進運動 ５月１日(金)～５月 31日(日) 

飲酒運転根絶！意識改革推進運動 ４月上旬～５月中旬、８月中、 

12月中旬～１月中旬 

高齢者、子ども及び障がい者への思いやり

運転推進運動 
４月中及び９月中 

 

４）交通安全日 

名 称 実 施 日 

交通安全にみんなで参加する日 毎月１日・15日 

交通事故死ゼロを目指す日 ４月 10日（金）・９月 30日（水） 

 

５）交通死亡事故多発時の緊急対策 

名 称 期 間 

交通死亡事故多発警報 警報発令日からおおむね 10日間 
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（２）運動への取り組みについて 

 

●運動の重点を受け、各期交通安全運動で重点項目設定 

  ①高齢者、子ども及び障がい者の交通事故防止（資料 8㌻） 

   ・交通安全講習会の実施、交通安全の指導（関係団体、交通安全指導員、学校、 

こども園、保育所） 

・高齢者の訪問指導（警察、交通安全協会、交通安全指導員、自治会、町） 

   ・通学路点検を通じて交通機関箇所の把握と合同点検を実施（警察・学校・ＰＴＡ・ 

道路管理者・町） 

   ・高齢者、子ども及び障がい者への安全運転の励行と交通ルールの遵守、 

交通マナーの向上の呼びかけ 

  

  ②自転車の安全利用の推進（資料 10㌻） 

   ・交通安全講習会の実施（自治会・学校・こども園・保育所） 

   ・「自転車損害賠償保険への加入」に関する情報提供、「自転車安全利用五則」「乗車

用ヘルメットの着用」について広報啓発（警察・町・学校） 

   ・自転車利用者の交通安全意識の高揚を図る 

 

  ③夕暮れ時と夜間の交通事故防止（資料 12㌻） 

   ・歩行者や自転車利用者に対して、反射材用品の着用の呼びかけ、指導 

   ・運転者に対して、夕暮れ時の前照灯の早期点灯、夜間走行時のハイビームの活用

の呼びかけ 

 

  ④全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底（資料 14㌻） 

   ・全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの着用の呼びかけ、指導 

   ・チャイルドシートの貸出しの情報提供（交通安全協会・こども園・町） 

 

  ⑤飲酒運転の根絶（資料 16㌻） 

・飲酒の影響・飲酒習慣について正しい知識の普及 

   ・飲酒運転は「しない・させない・許さない」という意識の定着 

   ・「ハンドルキーパー運動」の普及 

 

 

●年間を通じて実践する運動より 

  ①鳥取県交通マナーアップ運動（資料 20㌻） 

   ・各期の交通安全運動中の広報検問や街頭広報などで呼びかけ 

   ・「思いやり」「ゆずりあい」をテーマに交通マナーの指導や話し合い 

（学校、こども園、保育園、職場） 
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  ②夕暮れ時の早期点灯運動（資料 21㌻） 

   各期の交通安全運動中のパトロール・街頭広報で呼びかけ 

 

  ③チャイルドシート使用向上推進運動（資料 22㌻） 

   ・各期の交通安全運動中の広報検問で呼びかけ 

   ・チャイルドシート使用の指導、使用に関する正しい知識の普及 

   （学校、こども園、保育園、職場） 

 

●期間を定めて実施する運動 

  ④自転車の安全利用推進運動（資料 23㌻） 

     ・交通安全運動期間中、街頭啓発の実施 

     （北条中学校、大栄中学校、鳥取中央育英高等学校） 

     ・学校、各自治会で開催される交通安全教室の講習項目として推進 

 

  ⑤飲酒運転根絶！意識改革推進運動（資料 24㌻） 

    ・夏、年末の交通安全運動期間中、パレードと広報検問を実施 

    ・安全運転運行管理者による飲酒運転根絶のための職場環境づくり 

  

  ⑥高齢者、子ども及び障がい者への思いやり運転推進運動（資料 25㌻） 

     ・社用車、公用車への「思いやり運転推進中」マグネットシート貼り付け 

    ・交通安全運動期間中、高齢者戸別訪問を実施（年 1～2回）、反射材等配布 

    ・横断歩道付近での運転について注意事項呼びかけ 

（安全運転運行管理者協議会等の事業所） 

 

●交通安全日 （資料 26㌻） 

  ⑦「交通安全にみんなで参加する日」の実施 

    ・交通安全指導員によるパトロール、告知放送を実施 

    ・各関係団体：広報活動や講習会を通じ周知 

    ・学校、こども園、保育園：この日を利用し交通安全指導を強化 

 

 

●交通死亡事故多発時の緊急対策（資料 28㌻） 

  ⑧交通死亡事故多発警報発令制度実施 

     ・交通安全指導員によるパトロール、告知放送の実施 

     ・各自治会：のぼり旗の掲出、自治会放送の実施 
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北栄町交通安全対策協議会設置要綱 

 

(設置) 

第１条 交通安全対策基本法(昭和 45年法律第 110号)に基づき、町内における交通の円滑

と交通事故防止に関する諸問題について連絡協議し、その対策を推進するため、北栄町

交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 

(組織) 

第２条 協議会は、北栄町、北栄町議会、北栄町教育委員会、倉吉警察署、北栄町商工会、

交通安全協会関係者、社会教育団体並びに学識経験者、その他必要に応じて各界代表者

をもって構成する。 

(所掌事務) 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を処理する。 

(１) 交通事故防止思想の普及徹底 

(２) 交通事故防止対策についての調査研究 

(３) 交通標識、交通方式等につき関係機関への建議 

(４) 車両運転者、児童生徒等に対する指導、協力の要請 

(５) 関係機関との連絡提携 

(６) その他の交通事故防止対策上必要な事項 

(役員) 

第４条 協議会に次の役員を置く。 

(１) 会長 １名 

(２) 副会長 ２名 

２ 役員は会員の互選による。ただし、会長は町長が当たる。 

３ 会長が必要と認めるときは顧問を若干名置くことができる。 

(役員の任務) 

第５条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。 

(役員の任期) 

第６条 役員の任期は２か年とし、再任を妨げない。ただし補欠により選任された者の任

期は、前任者の残任期間とする。 

(会議) 

第７条 会議は協議会とし、会長が招集し、議長となる。協議会は、年１回定期に開くほ

か、必要により臨時会を開くことができる。 

２ 会長が必要と認めたときは、協議会に学識経験者、関係機関及び団体の代表者の参加

を求めて意見を聞くことができる。 

(部会) 

第８条 会長が必要と認めたときは、特殊案件又は専門的事項を審議するため協議会に部

会を設けることができる。 

２ 部会の構成員は、会長がそのつど指名する。 

(経費) 

第９条 協議会の運営に必要な経費は、町予算をもって充てる。 

(補則) 

第 10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は会長が別に定

める。 

附 則 

この要綱は、平成 18年９月１日から施行する。 


